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右
件
に
つ
き
、
全
逓
信
労
働
組
合
中
央
執
行
委
員
長
山
口
寛
治
君
は
、
昭
和
二
十
五
年
一
月
五
日
人
事
院
総
裁
淺
井
淸
君

に
対
し
、
人
事
院
規
則
一
四
―
二
違
反
で
あ
る
と
し
て
異
議
を
申
し
立
て
て
い
る
。 

そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
全
逓
信
従
業
員
組
合(

分
裂
派)

の
登
録
申
請
書
は
、
認
可
を
受
け
る
た
め
に
は
な
は
だ
し

く
僞
造
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。 

3 

正
式
の
脱
退
届
の
提
出
な
き
に
か
か
わ
ら
ず
、
出
席
代
議
員
よ
り
逆
算
し
て
勝
手
に
組
合
員
数
を
削
減
し
て
大
会
を 

2 

傍
聽
者
を
代
議
員
と
し
て
い
る
。 

1 

大
会(

全
逓
分
裂
派
熱

大
会)

に
参
加
し
た
代
議
員
が
組
合
員
の

等
に
参
加
し
た
直
接
秘
密
投
票
に
よ
つ
て
選
挙

せ
ら
れ
た
も
の
で
な
い
。 

人
事
院
は
、
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
十
二
日
人
事
院
規
則
一
四
―
二
に
よ
り
全
逓
信
従
業
員
組
合
の
登
録
を
認
可
し
た
。 

即
ち
、 人

事
院
規
則
一
四
―
二
に
よ
る
職
員
団
体
の
登
録
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



以
上
の
よ
う
に
全
く
人
事
院
規
則
一
四
―
二
に
反
し
た
実
情
を
故
意
に
陰
ペ
い
し
た
登
録
申
請
書
を
作
成
し
た
が
、
こ 

れ
に
対
し
て
人
事
院
が
認
可
を
與
え
た
こ
と
は
人
事
院
規
則
一
四
―
二
の
明
ら
か
な
違
反
で
あ
る
。 

、

三 

人
事
院
は
、
申
請
書
及
び
そ
の
他
の
事
項
が
法
及
び
規
則
に
適
合
し
な
い
場
合
、
登
録
の
認
可
を
與
え
る
か
。
ま
た
完

全
に
適
合
す
る
場
合
に
登
録
の
認
可
を
與
え
な
い
こ
と
が
あ
る
か
。 

一 

全
逓
信
従
業
員
組
合
の
登
録
申
請
書
及
び
証
明
書
類
は
、
人
事
院
規
則
一
四
―
二
に
定
め
る
諸
規
定
を
具
備
し
、
ま
た
全

逓
信
労
働
組
合
の
異
議
申
立
書
を
反
ば
く
す
る
に
足
る
充
分
な
る
証
明
書
類
を
備
え
て
い
る
か
。 
、

二 

人
事
院
は
、
職
員
団
体
の
登
録
等
の
調
査
に
要
す
る
経
費
百
六
十
六
万
円
余
を
も
つ
が
、
前
記
異
議
申
立
書
に
指
摘
す

る
点
に
つ
き
、
い
か
な
る
調
査
を
行
い
、
ま
た
い
か
な
る
結
果
を
得
た
か
。 

右
質
問
す
る
。 

よ
つ
て
政
府
は
、
次
の
諸
点
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。 

成
立
せ
し
め
て
い
る
。 

 

四 

、 
 

 
、 
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